
都道府県名 事業名 スライド

北海道 北海道働き方改革推進企業認定制度
※ 1

岩手県 いわて女性の活躍支援強化事業 2

山形県 マザーズジョブサポートセンター運営事業 3

山形県 やまがた子育て・介護応援いきいき企業認
定・登録制度 ※ 4

山形県 やまがたイクボス同盟 ※ 5

山形県 やまがたウーマノミクス加速化プロジェクト事業 6
福島県 女性活躍促進事業 7

新潟県 『ハッピー・パートナー企業（男女共同参
画推進企業）』登録制度 ※ 8

新潟県 イクメン応援宣言企業登録制度 ※ 9
新潟県 男性の育児休業取得促進事業 ※ 10

新潟県 少子化対策に係る企業等との協働の仕
組み構築事業 ※ 11

東京都 女性の活躍推進加速化事業 12

女性も活躍できる就労環境の整備促進

〔リーダー：山形県〕

＜次世代育成支援・女性活躍促進分野＞

都道府県名 事業名 スライド
群馬県 女性キャリア支援 13

群馬県 群馬県いきいきＧカンパニー認証制度
※ 14

栃木県 とちぎ女性活躍応援団事業 ※ 15

茨城県 女性活躍推進事業 16
茨城県 働き方改革・生産性向上促進事業 ※ 17
埼玉県 女性キャリアセンター就業支援事業 18
埼玉県 多様な働き方実践企業認定制度 ※ 19
長野県 はたらく女性応援プロジェクト事業 20
長野県 多様な働き方普及促進事業 ※ 21
富山県 女性活躍・中小企業支援事業 22
富山県 煌めく女性ネットワーク事業 23

富山県 イクボス企業同盟推進事業 ※ 24

石川県 ワークライフバランス推進事業 ※ 25
※を付けた事業は複数のWTに登録があるもの

都道府県名 事業名 スライド

岐阜県 ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企
業拡大促進事業 ※ 26

愛知県 あいち女性輝きカンパニー認証制度 ※ 27

三重県 みえの活躍女子はぐくみプロジェクト事業 28

三重県 働きやすい職場づくり事業 29

三重県 みえの輝くロールモデル創出事業 30

福井県 企業の女性活躍推進事業 31

福井県 ふくい女性活躍支援センター運営（再
就職支援）事業 32

奈良県 企業とともに進める「なら女性活躍推進
倶楽部事業」 ※ 33

和歌山県 働き方改革推進事業 ※ 34

和歌山県 女性の活躍推進事業 ※ 35
兵庫県 ひょうご仕事と生活センター事業 36
岡山県 おかやま☆輝く女性☆応援事業 37

岡山県 女性応援出張相談会等開催事業 ※ 38

女性も活躍できる就労環境の整備促進

都道府県名 事業名 スライド

岡山県 働き方改革推進事業 ※ 39
広島県 働き方改革推進事業 ※ 40
広島県 女性活躍推進事業 41
山口県 女性活躍促進施設整備補助金 42

徳島県 柔軟な働き方『テレワークするんじょ！』事業 43

高知県 女性就労支援事業 44
高知県 ワークライフバランス推進事業 ※ 45

福岡県 育児休業者職場復帰支援事業 ※ 46
福岡県 子育て応援宣言企業推進事業 ※ 47

大分県 女性の活躍推進事業 48

大分県 女性のスキルアップ総合支援事業 49

宮崎県 女性活躍推進事業 50
宮崎県 働きやすい職場「ひなたの極」認証制度 51
鹿児島県 女性活躍推進事業 52

※を付けた事業は複数のWTに登録があるもの



＜事業推進上の課題＞
・様々な業種の認定企業の増加
・認定企業への優遇措置の更なる充実

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「北海道働き方改革推進企業認定制度【北海道】」 ※

１．事業目的
北海道働き方改革推進企業として認定された企業の取組を広く紹介すること
により、認定企業の働き方改革の取組を促進し、もって道内企業の持続的発
展や労働者の福祉の増進に資する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①「多様な人材の活躍」、「就業環境の改善」、「生産性の向上」を三つの柱と
する北海道働き方改革推進方策（平成２９年１０月策定）に掲げた様々な働
き方改革の取組を、幅広く評価項目とした総合的、包括的な認定制度。

②企業の働き方改革の取組の熟度（獲得ポイント）に応じて、４つのグレードで
認定し、より高い水準の取組を行っている企業が高い評価を獲得できる。

③認定企業は、
・日本政策金融公庫「働き方改革推進支援資金」の利用
・北海道の中小企業制度融資の利用
・ゴールド認定表彰
などの優遇措置を受けることができる。

■認定企業数（令和元年６月末現在）
ホワイト認定 ４５７社
ブロンズ認定 １４社
シルバー認定 １０社
ゴールド認定 ２社

■認定企業が使用できるロゴマークの制定・付与

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

事業予算なし

予算推移

事業推進上の課題等

○北海道の企業における働き方改革の取組を促進するため、仕事と子
育て・介護の両立支援の取組みをはじめとする多様な働き方改革の取
組を総合的に評価し、認定する制度が必要

取組の背景

新

三つの柱 評価項目（抜粋）

「多様な人材の活躍」 管理職に占める女性の割合、新卒３年以内離職率 等

「就業環境の改善」
年次有給休暇取得率、育児・介護休業法に定める各休
業制度等と同程度以上の規定 等

「生産性の向上」 付加価値向上の取組、生産性の伸び率 等

ホワイト認定
４ポイント以上

ブロンズ認定
１０ポイント以上

シルバー認定
２０ポイント以上

ゴールド認定（最終）
３０ポイント以上

１

・少子高齢化・人口減少が進んでおり、女性の更なる活躍が期待されて
いる。
・県民意識調査によると、「女性が働きやすい状況にある」との回答は４
割に達しておらず、誰もが働きやすい環境をつくる必要がある。
・女性活躍推進法で一般事業主行動計画策定が努力義務とされる企業
における取組が課題となっている。

＜事業推進上の課題＞
いわて女性活躍企業等認定制度のさらなる普及

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

女活交付金の継続、十分な財源の確保

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「いわて女性の活躍支援強化事業【岩手県】」

１．事業目的
女性が活躍できる職場環境づくり

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①女性が活躍できる職場環境づくりの促進

・いわて女性活躍企業等認定制度やイクボスなど女性活躍関連
制度の普及

・女性活躍に向けた理解促進を目的とした研修の実施
・認定企業等のステップアップを目的とした優良事例等を紹介す

るセミナーの実施
・ワーク・ライフ・バランス研修の実施
・女性の就労相談窓口の設置

②業種を越えた活躍する女性のネットワークづくりを推進
・岩手で輝く女性大交流会の開催
・女性のエンパワーメント研修の実施

③女性の発想や視点を活かした起業を支援
・起業した女性を紹介するＰＲ冊子を発行

・「いわて女性活躍企業等認定制度」認定企業数：82社
（内訳－ステップ１：20社、ステップ２：62社）

・イクボス宣言実施企業数：87社
（いずれもR1.5.31現在）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：15,178千円（一財・女活交付金）
・平成２９年：16,249千円（一財・女活交付金）
・平成３０年：19,965千円（一財・女活交付金）
・平成３１年：22,065千円（一財・女活交付金）

予算推移

事業推進上の課題等
拡

拡
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取組の背景

２



＜事業推進上の課題＞
センターを継続的に運営していくための財源確保

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和
○財政支援： 国の地域女性活躍推進交付金は、新規事

業優先のため、継続事業に活用できない。
交付決定日も年度途中となるため、当センター
運営など、年度をまたぐ事業にそぐわない。

⇒国庫負担割合を10/10に復元、十分な財源の確保、
継続事業も対象、女性活躍応援基金（仮）の創設

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「マザーズジョブサポート運営事業【山形県】」

１．事業目的
働きたいが、ブランクがあって不安に思っている女性や、仕事と

家庭・子育ての両立ができるか悩んでいる女性、子どもの預け先
の情報が欲しい女性など、一人ひとりのニーズに応じた、子育て
と就職を支援するワンストップの相談窓口「マザーズジョブサポー
トセンター」を県内２箇所に開設することにより、女性の再就職を
支援する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
・マザーズ・コンシェルジュ（相談員）２名を配置
・山形労働局が設置するハローワークマザーズコーナーとの連携
⇒ 求職と不安解消等の相談をワンストップで対応

・県内６ヶ所のハローワークで、出張相談・セミナーを実施
⇒ 県内全域でセンター機能を展開

・センター内に、相談中やセミナーへの参加時、就職面接時等に
無料で利用できる「保育ルーム」を併設
⇒ 子どもを預けて、安心して就職活動に専念

・就職面接用のスーツ、バッグ、靴を貸し出し
⇒ 面接のためだけに揃える手間を除き、出費も軽減

・コーディネーターとの連携による求職者の掘り起し

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

・平成２８年：26,162千円
（一財：8,969､女活交付金：11,059、地創交付金：6,134）

・平成２９年：47,623千円
（一財：32,112、女活交付金：10,440、地創交付金：5,071）

・平成３０年：43,327千円（一財：33,842、地創交付金：9,485）
・平成３１年：44,325千円（一財：34,836、地創交付金：9,489）

予算推移

事業推進上の課題等

・本県の育児をしている女性の有業率は、79.0％で全国第４位と高い。
・過去１年間に「出産・育児のため」に前職を離職した女性の割合は、

4.7％で全国で３番目に低い。 ＜H29就業構造基本調査／総務省＞

・女性の求職者の割合を見ると、25～34歳の子育て世代に大きなピーク
となっているが、実際の労働力率は落ち込んでいる（Ｍ字カーブ）。
⇒働こうとする子育て世代の女性に対する支援が必要（求職活動時の

託児問題や､仕事をしながらの子育ての不安を解消）
⇒就業希望の実現、女性の力を発揮、労働力の確保等

取組の背景

利用状況
マザーズ山形 マザーズ庄内※

H29 H30 H29 H30

・県相談窓口 4.3人/日 4.9人/日 2.3人/日 2.7人/日

・保育ルーム 2.5人/日 2.7人/日 1.6人/日 1.4人/日

・就職者数 265人 186人 38人 115人

※マザーズ庄内はH29.10～開設

新
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＜事業推進上の課題＞
登録・認定企業は年々増加しているが、県内企業の大部

分を占める29人以下の小規模事業所では１％にすぎず、全
体でも５％に満たない。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和
○財政支援

女性活躍応援基金（仮）の創設等による支援の継続

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「やまがた子育て・介護応援いきいき企業認定・登録制度【山形県】」 ※

１．事業目的
企業における女性活躍やワーク･ライフ･バランスの取組みを推

進するため、取組みの段階に応じて「宣言企業」、「実践（ゴールド）
企業」、「優秀（ダイヤモンド）企業」として登録・認定し、奨励金
の交付等のサポートを実施する。
２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
○具体的な取組み内容を示した「認定基準チェックリスト」を使って、

各企業において、どの段階まで取組みが進んでいるか、どのよう
な取組みが必要なのか、容易に把握できる。

○認定・登録企業が、要件を満たした場合に奨励金等を交付。
（例） 女性管理職登用→10万、男性育休→20万、介護休暇等規定・取得→10万 等

○コーディネーター３名による企業訪問（年間850社程度）。

○ワーク・ライフ・バランス推進員の選任を要件としている。

○やまがた子育て・介護応援いきいき企業のマークの配付（H30.9～）。

○登録・認定企業数 ８２３社 （H31.3末時点）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：12,523千円 （一財11,358、地創交付金1,165）
・平成２９年：12,526千円 （一財11,359、地創交付金1,167）
・平成３０年：10,461千円 （一財 9,127、地創交付金1,334）
・平成３１年：17,715千円 （一財15,212、地創交付金2,503）

予算推移

事業推進上の課題等

○課長級以上に占める女性割合は14.8％（H29）と低く、企業におけ
る女性管理職の積極的な登用が求められる。

○介護離職者が年々増加しており、仕事と介護等の生活との両立
支援が必要 （H29年の介護離職者数は、H24年の1.6倍）。

○男性の育児休業取得率は3.9％（H29）で、全国5.1％に比べ低い。
○男性の家事時間は女性の４分の１と、女性に負担が偏っている。

取組の背景

宣言企業
【526社】

実践（ゴールド）企業
【168社】

優秀（ダイヤモンド）
企業【129社】

区分 要件

宣言企業 ５つの認定基準のうち、２つ以上に取り組む計画がある

実践（ゴールド）企業 〃 、２つ以上に取り組んでいる

優秀（ダイヤモンド）企業 〃 、４つ以上に取り組んでいる

2
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＜事業推進上の課題＞
加盟企業数は県内全企業の0.7％にすぎない。
加盟企業の中でも意識の差がある

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

平成27年度に「やまがたイクボス同盟」を設立以降、

交付金の交付を受けており、今後も継続的な財政支
援をお願いしたい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「やまがたイクボス同盟【山形県】」 ※

１．事業目的
男女が共に仕事と家庭生活を両立できる社会の実現

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①企業トップの意識改革を目的とした「トップセミナー」を

開催し、加盟企業・団体の取組みの加速化を図る

②同盟企業の担当者によるグループディスカッションなどを通じて、
各々が抱える悩みや課題、取組みなどについて意見交換を行
う「企業担当者向け研修会」を県内２か所で実施

③県内企業による「企画・運営 チーム」を設
置し、官民共同で同盟活動を検討（H29～）

④上記③「企画・運営チーム」の発案により、
趣旨に賛同する加盟企業・団体による
『統一行動』の実施（H30～）
※多くの企業・団体が参画できるよう、

令和元年は夏と冬に実施予定

⑤「やまがたイクボス同盟」加盟対象の拡充
（H31～市町村の加盟を推進）

事業概要（取組の特長）

予算の推移
・平成２８年：4,258千円（地域少子化対策重点推進交付金）
・平成２９年：2,613千円（一財・地域少子化対策重点推進

交付金）
・平成３０年：3,547千円（一財・女活交付金・

地域少子化対策重点推進交付金）
・平成３１年：2,922千円（一財・女活交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

・男女が共に働き共に育むことができる社会を実現するためには、
仕事と家庭生活を両立できる環境を整えることが必要。

・そのためには、企業における固定化した価値観の見直しなどの
意識改革が必要。

取組の背景

・加盟企業・団体数 ３６７組織（令和元年５月末時点）
・統一行動参加組織数 ９０組織（令和元年７月実施分）

事業の成果等

【卓上のぼり旗】

【「統一行動」チラシ】
拡

拡
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＜事業推進上の課題＞
企業の中で、女性活躍推進に意識の差がある

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

交付金の交付を受けており、今後も継続的な財政
支援をお願いしたい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「やまがたウーマノミクス加速化プロジェクト事業【山形県】」

１．事業目的
女性役員や管理職の登用を促進するため、企業や団体に女性

活躍の必要性について理解や意識改革を促すとともに、管理職と
して活躍できる女性人材の育成・働く女性のネットワーク化を図る。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

①ウーマノミクスで経済活性化塾
・女性活躍は企業力強化や業績向上に活きる経営戦略であるこ

とを経営層等に周知するシンポジウムを開催する。
・シンポシウム開催後、ステップアップ形式で、女性も活躍できる
職場づくりのポイントを学び、自らの職場で実践につなげるた
めの連続参加型の講座及びワークショップを開催する。

②やまがたウーマノミクス・ネットワークフォーラム
・様々な分野で働く女性が悩みや課題を共有し、モチベーション
アップや意識改革につなげるとともに、キャリア形成を促す
研修会とセットになった異業種交流会を開催する。
※単独事業として平成29年度から実施してきたが、令和元年

度より当該事業に再編

事業概要（取組の特長）

・平成３１年度：5,615千円（一財2,808、女活交付金2,807）

予算推移

事業推進上の課題等

・本県では、子育て期の女性の就業率、共働き率、正規職員・従業
員の割合が高い一方、女性の管理職登用が十分に進んでいない。

・女性活躍のためには、企業経営者や管理職の意識改革と、女性
社員のキャリア形成と意欲向上を図る取組みが必要。

取組の背景

企業経営者や管理職等の意識改革が進み、女性の役員・

管理職登用の促進が期待できる。また、女性の視点での考
え方や発想が経営や事業展開に活かされることも想定され
る。

事業の成果等

新

６



＜事業推進上の課題＞

女性が活躍できる環境づくりを更に進めていくためには継続
した取組が不可欠であるが、財源の確保が困難。
＜横展開に向けての提言＞

○財政支援
本事業は内閣府の女性活躍交付金を活用。女性が活躍で

きる環境づくりを更に進めていくためには継続した取組が不
可欠であるため、当該交付金を継続するとともに、新規事業
のみならず継続事業も対象とするなど、柔軟に制度を運用し、
十分な予算を確保してほしい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性活躍促進事業【福島県】」

１．事業目的

女性の活躍促進と働き方改革の推進のため、ふくしま女性活躍応援
会議を中心に官民一体となって女性が活躍しやすい環境の整備を進め
ていく。
２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
（１）ふくしま女性活躍応援会議

平成２８年度に経済団体ほか様々な団体が参加して会議を設立し、下
記の宣言を行うとともに、ネットワークを活用した官民一体の取組を下記
の宣言に基づき実施。

「ふくしま女性活躍応援宣言」平成２８年７月２６日
・宣言１ 意識の改革
・宣言２ 女性人材の育成・登用の促進
・宣言３ ワーク・ライフ・バランスの推進

（２）宣言を具現化する啓発イベント、セミナーの開催
Ｈ２８ 女性活躍応援宣言キックオフイベント
Ｈ２９ リーダーパワーアップセミナー
Ｈ３０ 女性も男性も輝く未来づくりシンポジウム

フォロ－アップセミナー

H３１ キラっ人さん活躍促進トークイベント
（キラっ人さんとつくる元気なふくしま）

※女性活躍のロールモデルの提示、女性人材育成
講演会（タイトル未定）

（３）女性活躍応援宣言賛同企業の募集
（４）女性活躍ポータルサイトの設営

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移（千円）
・平成２８年： ９，８１８（繰入金1,964 女性交付金7,854）
・平成２９年：１４，１６６（一財4,587 女性交付金9,579）
・平成３０年：１５，５６６（一財5,285 女性交付金10,281）
・平成３１年：１７，５９３（一財6,301 女性交付金4,928）
繰入金：原子力災害等復興基金繰入金 女性交付金：地域女性活躍推進交付金

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景
復興と地方創生を成し遂げるためには、県民一人ひとりが活躍できる
社会づくりが不可欠である。とりわけ、女性の力が重要であり、女性人
材の育成や働き方の改革を推進する必要がある。また、女性が活躍し
やすい環境の整備を進めていくことは、本県に育った若い世代の流出
に歯止めをかける一助になる。

・ふくしま女性活躍応援宣言賛同企業・団体数
２３１団体（平成３１年４月末現在）

・ポータルサイトアクセス数
月間平均 ５，８７０件（平成30年4月～31年3月）

拡

７

＜事業推進上の課題＞
・企業の取組をより促進させること

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 なし

女性も活躍できる就労環境の整備促進
「『ハッピー・パートナー企業（男女共同参画推進企業）』登録制度【新潟県】」 ※

１．事業目的
職場における男女共同参画機運の醸成（その一つとして、仕事

と子育て・介護等を両立できる職場環境づくりの促進）

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
・職場における男女共同参画に向けた取組を推進している企業を

「ハッピー・パートナー企業（男女共同参画推進企業）」に登録し、企
業の取組を支援
・令和元年６月に「イクメン応援宣言企業」及び「にいがた子育て応

援企業」を統合・一元化して、「イクメン応援プラス」・「子育て応援プ
ラス」の上乗せ認定区分を創設
・特に「子育て支援」に向けた企業取組

を一層促進するため、上乗せ認定取得に
対するメリットを充実
①男性労働者が所定の育児休業を取得
した場合に、事業主・労働者の双方に助
成金を支給

②妊娠・出産や子育てに関する所定の有
給休暇制度創設に対して奨励金を支給

③所定の子育て有給休暇制度創設に対して奨励金を支給 など

・登録企業数（令和年６月末現在）： ９８４社
うちイクメン応援プラス認定数 ： ７２社
うち子育て応援プラス認定数 ： １５８社

※

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

・平成２８年：4,785千円（一財）
・平成２９年：422千円（一財）
・平成３０年：293千円（一財）
・令和元年 ：1,328千円（一財・地域少子化対策重点推進

交付金）

※制度統合後は、広報等に係る予算を本制度に一本化（メ
リット付与に係る予算は統合前の各制度の所管課が管理）

予算推移

事業推進上の課題等

・男女共同参画の意識は、家庭や地域に比べ、職場における意識
と取組が遅れている現状がある。

・職場における男女共同参画を進めるため、企業が、男女平等意
識の啓発、女性活躍推進の取組、仕事と子育て・介護等を両立で
きる職場環境づくりに取り組む機運の醸成が必要。

取組の背景

新

新
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＜事業推進上の課題＞

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

地方創生推進交付金の交付決定を受けており、継続
的な財政支援お願いしたい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「イクメン応援宣言企業登録制度【新潟県】」 ※

１．事業目的
男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくり

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①企業のイメージアップや人材の定着に

つなげるため、登録企業の取組を、新聞、
テレビ等により広くＰＲ ※H30まで

②就活生向けリーフレットへの掲載、登録
企業の取組内容をまとめた企業別チラシ
の作成 ※H30まで

③登録企業の男性労働者が所定の育児
休業を取得した場合に、事業主・労働者
の双方に助成金を支給

④ファザーリング全国フォーラムの開催

⑤平成31年度から他の企業登録制度※と統合し、窓口の一本化
や取組レベルに応じた段階的なメリット付与などにより、企業の
取組促進を図る

※ 「にいがた子育て応援企業」とともに「ハッピー・パートナー企業」に
統合し、ハッピー・パートナー企業イクメン応援プラスに

・登録企業数（＝イクメンプラス認定企業数）：72社

※令和元年６月末現在

・企業説明会等での企業ＰＲに活用

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移

・平成２８年： 13,195千円
・平成２９年： 12,898千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３０年： 12,896千円（一財・地方創生推進交付金）

・平成３１年： 9,528千円（一財・地方創生推進交付金）

※制度統合後も、メリット付与に係る予算は統合前の各制
度の所管課が管理（広報等に係る予算は、『ハッピー・
パートナー企業』登録制度に一本化）

予算推移

事業推進上の課題等

・男性の育児休業取得率が女性と比べて低調
新潟県（H30) 男性：3.8％ 女性：95.7％
全 国（H30） 男性：6.16％ 女性：82.2％
※出典：賃金労働時間等実態調査（新潟県）、雇用均等基本調査（厚労省）

取組の背景

シンボルマーク

新

新

９

＜事業推進上の課題＞
制度の利用促進

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

地方創生推進交付金については、「特定の個人や個
別企業に対する給付金事業及びそれに類するものは、
原則として、対象としない」とされていることから、要件の
緩和を含め、より自由度の高い交付金による継続的な
財政支援をお願いしたい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「男性の育児休業取得促進事業【新潟県】」 ※

１．事業目的
男性労働者の育児休業の取得を促進

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

イクメン応援宣言企業（※）の登録メリットとして、男性労働者が
所定 の育児休業を取得した場合に、事業主・労働者の双方に
助成金を支給

（交付要件）

・子が１歳２か月に達する日までの間に開始
・連続14日以上
・職場復帰後１か月以上雇用が継続

（交付額）
事業主・労働者 各５万円

※平成31年度からは、ハッピー・パートナー企業イクメン応援
プラス認定企業

交付実績

・Ｈ２９年度：22件（2,150千円）
・Ｈ３０年度：41件（4,100千円）
・令和元年度：８件（800千円） ※R元.6末現在

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２９年度： 14,000千円（一財）

・平成３０年度： 14,000千円（一財）
・平成３１年度： 9,000千円（一財）

予算推移

事業推進上の課題等

・男性の育児休業取得率が女性と比べて低調
新潟県（H30) 男性：3.8％ 女性：95.7％
全 国（H30） 男性：6.16％ 女性：82.2％
※出典：賃金労働時間等実態調査（新潟県）、雇用均等基本調査（厚労省）

取組の背景

１０



＜事業推進上の課題＞
・制度の認知度向上

・企業の取組をより促進させる支援内容の検討

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 なし

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「少子化対策に係る企業等との協働の仕組み構築事業【新潟県】」 ※

１．事業目的
社会全体で子育てを応援する機運の醸成

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
【H30まで】
・仕事と子育ての両立支援に積極的な企業を「にいがた子育て応
援企業」に認定し、取組を支援（以下のメリットを付与）
①連携金融機関が従業員に対し教育ローン等の金融商品の金利

優遇を実施

②妊娠・出産や子育てに関する有給休暇制度の創設に対し、奨
励金30万円を支給

③仕事と子育ての両立支援の取組について助言・指導を行う助
産師等の専門家を派遣（県が費用負担）

④企業名や取組内容をＨＰなどの県の広報媒体で紹介

【H31から】
・他の企業登録制度※と統合し、窓口の一本化や取組レベルに応
じた段階的なメリット付与などにより、企業の取組促進を図る
※ 「イクメン応援宣言企業」とともに「ハッピー・パートナー企業」に統合

・上記①～④のメリット付与は継続

・認定企業数（＝子育て応援プラス認定企業数）：158社

・奨励金（妊娠・出産関連有給休暇）支給件数：０件

・奨励金（子育て関連有給休暇）支給件数：17件

・連携金融機関数：14機関 ※いずれも令和元年６月末時点

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

・平成２８年：－

・平成２９年：7,156千円（一財6,578、地域少子化対策重点
推進交付金578）

・平成３０年：7,188千円（一財6,396、上記交付金792）

・平成３１年：9,366千円（一財9,183、上記交付金183）

※制度統合後も、メリット付与に係る予算は統合前の各制
度の所管課が管理（広報等に係る予算は、『ハッピー・
パートナー企業』登録制度に一本化）

予算推移

事業推進上の課題等

・本県では、25～44歳の女性就業率が全国平均よりも高く、働く女
性が子どもを生み育てやすい環境整備が必要

・理想の子ども数を持てない理由としては、「子育てにかかる経済
的負担」が最も高い割合

・本県が実施した企業の従業員向けアンケート調査においては、
「どのような『時間的ゆとり』支援策があれば予定子ども数を増や
すか」との問いに対し、「職場環境の充実」が最も高い評価

取組の背景

新

拡
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＜事業推進上の課題＞
女性活躍推進法の改正施行

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 なし

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性の活躍推進加速化事業【東京都】」

１．事業目的
職場における女性の活躍推進のための責任者設置や行動計画

の策定、計画に定めた目標達成までのプロセスを支援することに
より、中小企業における女性活躍推進の取組を推し進めていく。

２．取組の特長
①研修の多段階化

・中小企業の実態やニーズに即した研修プログラムを企画
・連続受講により段階的に女性活躍推進の取組みを進捗できる

②企業訪問・助言
・女性活躍推進相談員を設置し、今後都や国が実施する女性の
活躍推進に関する施策や関係法令等の情報提供、助言、普及
啓発を行う

③取組みの発信
・取組みを実施した企業を女性の活躍推進に積極的な企業とし

て広くＰＲする。
・都のＨＰへの掲載や都主催のイベント出展等により企業の取り

組み意欲を刺激する

・スタートアップ研修参加者数 ３２５人
・フォローアップ研修参加者数 ５７人
・スピードアップ研修参加者数 ３３人
・女性従業員向け研修参加者数 １６８人
・男性従業員向け研修参加者数 １４３人
・企業訪問・助言 ５７０社

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成３０年：１１１，３０３千円（一財）
・平成３１年：１１４，７２６千円（一財）

予算推移

事業推進上の課題等

・女性活躍推進法の制定により、一般事業主行動計画の策定について
300人以下の企業にも努力義務が課された
・経営資源に限りのある中小企業では、人材やノウハウの不足により、取
り組みが進まない場合が多い

取組の背景

１２



＜事業推進上の課題＞
・事業を安定的に実施するための財源確保
・企業側の意識改革及び女性の意欲・能力の向上
・多様な人材が活躍できる職場環境づくり

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和

なし
○財政支援

地方創生推進交付金を活用しているため、引き続き国
による財政支援をお願いしたい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性キャリア支援【群馬県】」

１．事業目的

国、市町村の子育て担当課や保育園、子育て支援センター等と
連携した周知啓発や事業実施、それぞれの実情に沿ったきめ細や
かなマッチング等により、新規就業者の掘り起こしや就業を支援す
るとともに、現在働いている女性のキャリアアップや登用促進のた
め、管理職としてのスキルアップ及び管理職登用に向けた意識向
上などを目的として、研修会・交流会を開催する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

・家庭との両立を図りながら再就職を希望する女性を、カウンセリン
グや求人開拓、企業とのマッチング等によりワンストップで支援

・子育て中の女性は時間や勤務場所に制約があり、一般の求職者
と比べ就職活動や就業に際し広域移動等は困難であることから、
市町村と連携し出張セミナ－や出張相談等を開催

・身近な目標となるロールモデルの提示やキャリアアップを希望す
る女性同士の交流を図るため、女性リーダー交流会を開催

○ジョブカフェ・マザーズ（平成３０年度実績）
・のべ来所者数：747人 ・のべカウンセリング件数：805人
・就職決定者数：81人 ・出張相談利用者数：42人
・出張セミナ－参加者数：99人

○女性リーダー交流会（平成２９年度・３０年度実績）
・参加者数： （Ｈ２９） 48人 （Ｈ３０）49人

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：13,550千円（一財・地域女性活躍推進交付金）
・平成２９年：14,014千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３０年：13,269千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３１年：13,523千円（一財・地方創生推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

・現在は未就業であるが就業を希望している女性は74,200人
・子育て世代（25～44歳）では、未就業者の6割が就業を希望
・女性の正規職員・従業員の割合が低い（40.8％（全国35位））

＜平成２９年就業構造基本調査／総務省＞

→女性は、仕事と家庭の両立に係る制約やキャリアブランクへの不
安を抱えているため、それぞれの実情に応じた支援が必要

→就職支援・継続就業支援・ｷｬﾘｱ形成支援の一体的推進が必要

取組の背景

１３

＜事業推進上の課題＞
・新規認証事業所の獲得と優良事例の普及
・認証制度の認知度向上

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和

なし
○財政支援

地方創生推進交付金を活用しているため、引き続き国
による財政支援をお願いしたい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「群馬県いきいきＧカンパニー認証制度【群馬県】」 ※

１．事業目的

育児・介護と仕事の両立や、職場での女性活躍推進、従業員の
家庭教育推進など、従業員のワーク・ライフ・バランスの実現に取り
組む事業所を認証することで、県内に働きやすい職場環境づくりが
広まることを目的とする。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

・育児・介護休業に関する規定が就業規則等に盛り込まれているこ
とを要件とすることで、就業環境の改善を促している。

・要件が比較的少ないベーシック認証と、より多くの要件を必要とす
るゴールド認証の２段階に分けることで、企業の状況に応じた認証
申請ができるようにしている。

・県の他の制度（男女共同参画推進員）をゴールド認証の要件の一
つとすることで、他の制度の利用を促進している。

・認証されると、県が発注する公共事業や物品・役務における入札
参加資格での加点を受けられるため、建設業や製造業等の認証が
進むよう工夫している。

○認証企業数（令和元年６月末）
（１）ゴールド認証 ：１８０件
（２）ベーシック認証：７８７件

○優良事業所表彰
平成３０年度： 優秀賞 ２件、 奨励賞 ２件

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：1,000千円（一財・地域女性活躍推進交付金）
・平成２９年： 603千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３０年： 610千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３１年： 598千円（一財・地方創生推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

・県内有効求人倍率 １．７８倍（令和元年５月現在）
→ 労働力の確保が大きな課題

・育児や介護といった制約を抱えている者など、誰もが活躍できる
職場環境づくりを進める必要がある。

取組の背景

１４



＜事業推進上の課題＞
・男女生き活き企業認定の増
・事業参加のメリットの普及・活用

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

地域女性活躍推進交付金の継続を要請したい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「とちぎ女性活躍応援団事業【栃木県】」 ※

１．事業目的

企業等における女性活躍や仕事と子育て・介護の両立ができるよ
う働き方の見直しを促進し、男性も女性も生き活きと働ける職場の
実現を目指す。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

・ 産学官で構成する運営団体において施策を協議し、情報発信す
ることにより機運醸成を図る。

・ 下記ステップを通して企業等の自主的な取組を促進する。

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年： 10,738千円（地域女性活躍推進交付金）
・平成２９年： 4,841千円（地域女性活躍推進交付金）
・平成３０年： 3,701千円（地域女性活躍推進交付金）
・平成３１年： 3,107千円（地域女性活躍推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

県内企業等における女性活躍の推進ステップアップイメージ図

STEP４

「男女生き活き企
業」コンテスト

H30.11月表彰

（毎年度実施）

女性活躍の推進や働
き方見直し等の特色
ある取組を表彰
【対象】県内に所在
し、STEP１及びSTEP
２を実施し、STEP３
の認定を受けている
企業等（公募）

STEP３

女性活躍の推進や働
き方見直し等の実践
を評価
【対象】県内に所在
し、STEP１及びSTEP
２を実施している企
業等

随時認定

（３年更新）

「男女生き活き企
業」認定

STEP２

いい仕事いい家庭
つぎつぎとちぎ宣言

随時登録

（３年更新）

女性活躍の推進や働
き方見直し等に取り
組むきっかけづくり
【対象】県内に所
在する全ての企業等

STEP１

とちぎ女性活躍応
援団
随時登録

女性活躍の機運醸成

【対象】県内に所
在し、女性の活躍
を推進する企業・
団体等

少子高齢化の急速な進展等、社会情勢の変化に対応できる活力
ある社会の実現のためには、女性の活躍やワーク・ライフ・バランス
の推進による働きやすい職場環境づくりが必要である。

・ Step１ とちぎ女性活躍応援団登録件数： 829企業・団体
・ Step２ いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言企業数：479社
・ Step３ 「男女生き活き企業」認定件数： 30社
・ Step４ 「男女生き活き企業」表彰件数： 6社
（いずれもR１(2019）.５.３１現在）

１５

＜事業推進上の課題＞
中小企業における取組の推進

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

地域女性活躍推進交付金を活用しているが，恒久的
な補助制度を創設して後押しすることを要請したい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性活躍推進事業【茨城県】」

１．事業目的
女性が活躍できる社会の実現

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

特に女性管理職の登用促進を図ることで，女性が活躍できる社
会を実現する。

① 県内で活躍する女性管理職ロールモデルを取材し，タウン誌
等で広く発信する。

② 女性の役員，管理職を積極的に登用する企業を表彰する。

③ 行政，経済団体，労働者団体等が連携して，女性の活躍推進
に取り組むため，連携組織「いばらき女性活躍推進会議」を中心
に各種事業に取り組んでいる。

・いばらき女性活躍推進会議
会員登録企業数 565社

（令和元年5月末時点）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２９年：１８，８６１千円（地域女性活躍推進交付金）
・平成３０年：１６，８７４千円（地域女性活躍推進交付金）
・平成３１年：１９，７３６千円（地域女性活躍推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

・管理職に占める女性の割合が低い。
・官民一体となった取組が必要。

取組の背景

新

１６



＜事業推進上の課題＞
・推進計画策定企業数の更なる増加
・モデル企業の成果事例の普及

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 なし

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「働き方改革・生産性向上促進事業【茨城県】」 ※

１．事業目的
働く意欲のある人誰もが活躍できる多様な働き方が可能となる

職場環境の整備を進める

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①企業に対する支援

◆個別コンサルティング（10社）・成果事例発表会の実施
・継続支援５社に加え，新たに小規模な事業所を５社公募し，

意欲ある企業に対して戦略構築，人事施策，生産性向上
等の改善策を集中的に実施し，モデル企業を育成

◆生産性向上システム導入支援（５社）

・ICTを活用した業務の効率化・付加価値向上につながるシ
ステムの構築・導入経費の支援
（補助率：1/2 補助額：上限 200万円）

②企業等に対する普及啓発・取組促進
◆いばらき働き方改革推進協議会の運営

◆いばらき働き方改革推進月間（８月・11月）の実施
◆働き方改革優良企業認定制度の創設

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・（平成２８年： ８，４７１千円（一財））

・（平成２９年： ８，８９８千円（一財））※仕事と生活の調和推進事業

・平成３０年：４０，０１９千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３１年：４０，７９０千円（一財・地方創生推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

・労働力人口の低下により，今後も顕著な人手不足が続くと推計
される。

・所定外労働時間数が12.8時間／月と長く，全国で45位となって
いる。（H29毎月勤労統計調査）

・仕事と生活の調和推進計画策定企業数 累計1,094社
（Ｒ1.５月末時点）

新

拡

１７

＜事業推進上の課題＞

・利用者数の拡大
・就業者数の増加

＊目標：就業確認者数 １，８００人／年

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 なし

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性キャリアセンター就業支援事業【埼玉県】」

１．事業目的
埼玉県女性キャリアセンターにおいて、働くことを希望し

ながら子育てとの両立や職業上のブランクに課題を抱えてい
る女性を後押しするため、個別相談やセミナーの実施のほか
職業紹介などを行い、女性の就業を総合的に支援する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
○キャリアカウンセラーによる個別相談の実施
・面談・スカイプ・電話

○多様な就職支援セミナーの実施
・セミナーの映像配信

○業務体験を通したマッチング強化
○ハローワーク求人情報を活用した職業紹介・紹介状発行
○託児サービスの実施
○保活アドバイザーによる子ども預け先探しの支援
○在宅ワーカー育成セミナー・商談会の実施
○キャリアアップを目指す働く女性向け応援講座の実施

◆開所からの累計（H20～H31.5）

・利用者数 １１９，７６０人
・就職確認者数 １２，９１４人

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年： １９４，８３８千円（一財）
・平成２９年： １９４，９３１千円（一財）
・平成３０年： ２０５，８９８千円（一財）
・平成３１年： ２１３，０２９千円（一財）

予算推移

事業推進上の課題等

・本県の育児をしている女性の有業率は全国で２番目に低い。
・無業女性の就業希望率は全国で４番目に高い。

＜H29就業構造基本調査／総務省＞
⇒ 子育てや長期ブランク等のある女性の就業、キャリア

アップには支援が必要。

取組の背景

14
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＜事業推進上の課題＞
・認定企業の拡大

＊目標：3,000社（令和元年度末まで）
・制度の更なる認知度向上

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 なし

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「多様な働き方実践企業認定制度【埼玉県】」 ※

１．事業目的
女性の活躍推進や仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組

んでいる企業を県が認定し、広く紹介。
男女がともにいきいきと働ける職場環境づくりを促すとと

もに、従業員の仕事と家庭の両立について社会的気運の醸成
を図る。
２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

・６つの認定項目のうち２つ以上該当で認定。項目数に応じ
３種類の認定区分。

■認定企業数 ２，８３１社（H24年度～H31年6月現在）

［認定区分内訳］
・プラチナ ２８４社
・ゴールド １，５４２社
・シルバー １，００５社

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年： １２，８３６千円 （一財）
・平成２９年： １９，８４０千円 （一財）
・平成３０年： ２６，０２４千円 （一財）
・平成３１年： ２７，２４８千円 （一財）

予算推移

事業推進上の課題等

・日本の生産年齢人口は減り続けており、本県でも今後急速に
働き手の減少が進むことが見込まれる。

・本県は出産や子育てで離職が多い30歳代女性の就業率が低く、
子育て期の男性の就業時間が長い。
・平成24年度から女性の活躍により経済の活性化を目指す「埼
玉版ウーマノミクスプロジェクト」を開始。
・女性がいきいきと働き続けられる職場環境づくりを促進する
ため仕事と家庭の両立支援制度の普及を図る。

取組の背景

①女性が多様な働き方を選べる企業
（短時間勤務、フレックスタイム等）

②法定義務を上回る短時間勤務制度等が
職場に定着している企業

③出産した女性が現に働き続けている企業

④女性管理職が活躍している企業

⑤男性社員の子育て支援等を積極的に
行っている企業

⑥取組み姿勢を明確にしている企業
・

各企業の状況に応じて取り組める仕組み

プラチナ

ゴールド

シルバー

６項目全て該当

２～３項目 該当

４～５項目 該当

認定区分

15

認定項目

１９

＜事業推進上の課題＞

・短時間正社員制度等の女性の希望する多様な働き方制度
の導入が進んでおらず、非正規雇用での就業が多い。

・女性が希望に応じた就業をするためには、職場環境を整備
促進が必要であり、そのためには企業の経営者、管理職の
意識改革が必要

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 地方創生推進交付金の交付を受けている

が継続的な支援をお願いしたい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「はたらく女性応援プロジェクト事業【長野県】」

１．事業目的

相談から就業までのワンストップの就業支援により、就業を希望
している女性の就業希望を叶え、潜在的な労働力の確保に繋げる。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

①就業相談から就業までのワンストップの就業支援

・ 女性就業支援員が子育て支援センター等の身近な地域に出向

いての就業相談及び履歴書の書き方や面接対策等の就業をサ
ポート

・就職に向けての課題や活動の進め方等のセミナーの開催

・正規雇用としての就業を希望する女性に対し、正規雇用を目指し
た短期インターンシップを実施

・合同会社説明会の実施によるマッチング支援

② 再就職後のフォローアップ

③ 職場定着に向けた支援
再就職した女性及び県内企業の女性従業員を対象とした職場

におけるステップアップ、業務スキル向上を目的としたセミナー及
び交流会を開催

④ 仕事と家庭の両立に向けた企業向けセミナー実施

○平成２８～３０年度の実績

・就業相談件数 ５，９５１件

・インターンシップ実施者 ３４５名

・再就職セミナー受講者数 １，３０４名

・就業者数 ９４３名
うち正規雇用 ９９名 （H30.4～H31.3）事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年： ５２，００６千円 （一般財源）
・平成２９年： ４９，０４２千円 （一般財源）
・平成３０年： ３５，８８９千円 （一般財源）
・平成３１年： ３５，７７９千円（一財・地方創生推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

働く女性の約5割が出産を機に退職しており、M字カーブについて
は、かなりの改善がみられるものの、依然として存在する。

また、長野県の女性の非正規割合は全国と比べて低いものの、２
５歳から４４歳までにおいては全国よりも高くなる。

取組の背景

新
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＜事業推進上の課題＞
・企業の取組へのインセンティブの強化
・認証制度の認知度向上

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 地方創生推進交付金の交付を受けているが

継続的な支援をお願いしたい。

仕事と子育ての両立支援 「多様な働き方普及促進事業【長野県】」 ＊

１．事業目的
多様な働き方制度の導入により、多様な人材の労働参加を促す。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①アドバイザーによる企業訪問

アドバイザーが企業を新規訪問し、多様な働き方制度の導入の
働きかけにより「職場いきいきアドバンスカンパニー認証」の取得を
促進。

②働き方改革先進企業の事例研究会の開催

アドバンス認証を受けた企業を、同地域の企業経営者や人事担
当者が訪問し、先進的な取組の自社への導入を促進。

③働き方改革担当社員による情報交換会の開催

業種ごとの企業の人事労務担当者による情報交換会を開催し、
同業他社での働き方改革の取組を学ぶ機会を創出。

④専門家派遣による支援

企業の多様な働き方制度導入や労働生産性向上支援のため、社
会保険労務士、ＩＴエンジニア等の専門家チームを派遣。

アドバイザーによる新規企業訪問数 2,714社
（平成30年度訪問実績）

職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業数 117社
（平成31年4月1日現在）

社員の子育て応援宣言企業 1,349事業所
（平成31年3月31日現在）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年： ３７，２９３千円（一財・地方創生推進交付金

・地方創生加速化交付金）
・平成２９年： ４０，３８９千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３０年： ３４，９４３千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３１年： ２９，２８３千円（一財・地方創生推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

社会の活力を維持するために多様な働き方の普及が必要である
が、長野県内企業では多様な働き方制度の導入が進んでいない。
（短時間正社員制度の導入企業割合 長野県21.4％）

取組の背景

新

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「多様な働き方普及促進事業【長野県】」 ※

２１

＜事業推進上の課題＞

男女比率の違いや、女性を配置できる現場の有無など、業
種や個々の企業によって事情が異なることや、事務負担が
大きいことなどもあり、策定がなかなか進まない。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和：なし
○財政支援：本事業は、今後も長期的に継続していく必要

があるため、国の地域女性活躍推進交付金
による長期的な支援をお願いしたい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性活躍・中小企業支援事業【富山県】」

１．事業目的

行動計画の策定が努力義務となっている従業員300人以下の中

小企業に対して、計画策定の支援や働き方改革に資する助言等を

行うことにより、中小企業等で働く女性の活躍推進を支援するもの。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

（１）企業に女性活躍・働き方改革推進員による企業訪問

・従業員101～300人の企業約400社を中心に女性活躍・働き方

改革推進員（社会保険労務士）を派遣し、企業の課題分析や

計画策定を支援

・さらに指導を受けたい事業所には、何度でも社労士を派遣して

計画の届出・公表までをフォローアップ

（２）県の建設工事入札参加資格の審査における加点

・県の土木部と連携し、努力義務企業が行動計画を策定した場合、

入札参加資格審査において加点

・県の建設業協会の協力のもと、対象企業に加点制度について

広く周知し、問合せがあれば上記推進員を派遣

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年： －
・平成２９年： －
・平成３０年：４，２００千円（一財・女活交付金）
・平成３１年：４，５４２千円（一財・女活交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

・推進員の支援の効果もあり、策定企業が増加している。

本県企業（従業員300人以下）の一般事業主行動計画
策定届出状況（厚生労働省調べ）

Ｈ３０年３月末 ２８社 ⇒ Ｈ３１年３月末 ２０９社

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定につい

ては、従業員300人以下の中小企業は努力義務となっているが、

本県は中小企業の割合が高いこともあり、中小企業における女

性活躍を支援するため、計画策定の意義について啓発し、策定

を促す必要がある。

拡
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＜事業推進上の課題＞

本県における女性管理職比率が全国的に低いことから、

今後も当塾の実施を継続し、女性管理職比率の向上を

図る必要がある。

＜横展開に向けての提言＞

○規制緩和：なし

○財政支援：本事業は、今後も長期的に継続していく必要

があるため、国の地域女性活躍推進交付金

の長期的な支援をお願いしたい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「煌めく女性ネットワーク事業【富山県】」

１．事業目的

県内企業等における女性の活躍を一層推進するため、リーダーを

めざす女性社員の相互交流と自己研鑽を図り、業種・職種の枠を

超えたネットワークを構築するもの。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

（１）煌めく女性リーダー塾の開講（H25～）

内容 ①アクションラーニングコース（全９回、定員25名）

企画・立案、課題解決能力等を身につけるための連続講座

②スキルアップコース（全６回、定員35名）

コミュニケーション、コーチング等をテーマとした１回完結型講座

③塾生同士のネットワーク構築

全卒塾生を対象とした勉強会、交流会の開催

（２）とやま煌めく女性シンポジウムの開催（H30）

塾の開講から５年経過したことから、 卒塾生（第１期

～６期、全272名） の情報交換や交流を目的に、シンポ

ジウムを開催

（３）煌めく女性リーダー出前講座の開催（H31）

女子学生と県内企業の女性管理職等による座談会や

将来のキャリア形成や働き方について考える講座を実施

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：３，０００千円（一財・女活交付金）
・平成２９年：３，０００千円（一財・女活交付金）
・平成３０年：５，２００千円（一財・女活交付金）
・平成３１年：３，６５０千円（一財・女活交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

・講演会やアクションラーニング、実践的な講座等を通じ、

リーダーをめざす女性社員の自己研鑽が図られている。

・例年定員を超える参加申込みがあり、これまでに80社

以上の女性社員が参加し、業種・職種の枠を超えたネット

ワークを構築している。

本県は女性の就業率、平均勤続年数、正社員比率が全国トッ

プクラスであるものの、民間事業所を含めた女性管理職比率が

低い。(7.6%、H27、全国44位)

新

２３

・「イクボス企業同盟とやま」加盟団体 149団体

（R1.5現在、企業・団体139、自治体10）

・加盟企業が、社内応接室や就職説明会ブース等において

同盟の卓上旗を設置するほか、県主催の就職説明会の

会場で配布するパンフレットでも加盟企業をPRすることに

よって、県内企業関係者や学生等にも「イクボス」が認知

され、働き方改革の気運が高まった。

１．事業目的

企業のトップや経済団体の代表、自治体の首長等などが参加し、
男女がともに仕事と家庭の両立が可能な職場環境づくりを推進し、
企業等の枠を超えたネットワークを構築

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

「イクボス企業同盟とやま」の設立

○対象 県内の事業所、自治体等
○加盟要件 イクボス宣言を実施
○主な活動
・働き方改革で成果を挙げた県外企業経営者による講演会

・イクボスシンポジウムの開催

・働き方改革に関する情報誌（ニューズレター）の発行

・同盟の普及啓発

ロゴマークの制作（名刺等で活用）、加盟証明品の配付等

・加盟企業の取組紹介

新聞・ウェブサイトを活用し、優れた取組み

について他社への横展開を図る

予算の推移
・平成２８年：１，８００千円 （一財、地方創生推進交付金）

・平成２９年：４，８００千円 （ 一財、地方創生推進交付金、
地域女性活躍推進交付金）

・平成３０年：９，０００千円 （一財、地域女性活躍推進交付金）

・平成３１年：６，１００千円 （一財、地域女性活躍推進交付金）

＜事業推進上の課題＞
・加盟企業を増やすため、同盟の取組みをさらに広く周知し

ていく必要がある

・加盟企業の経営者がイクボスとしての具体的な取組みを

実践できるよう、優良事例の共有やネットワーク形成を

支援していく必要がある

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 なし

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「イクボス企業同盟推進事業【富山県】」 ※

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

長時間労働を前提とした男性中心型労働慣行や性別による固

定的役割分担意識が根強く存在し、女性のキャリア形成や男性

の家事・育児参画がなかなか進まない。

H29.7.25、自治体・経済団

体・企業の代表を発起人
とし、「イクボス企業同盟
とやま」を設立

同盟ロゴマークと
加盟証明品の卓上旗

新
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＜事業推進上の課題＞
参加対象者が限定される事業であるため、参加者募集に

係る広報・ＰＲに工夫が必要
→本県では、保育所や児童館、子育て支援センターなど

子育て中の親が訪れる施設でのチラシ設置や、子育て
世帯向けに発行される情報誌を活用し、広報・ＰＲを
実施

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和・財政支援

なし

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「ワークライフバランス推進事業【石川県】」 ※

１．事業目的

子育てをしながら働きやすい職場づくりを推進する

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

育休からの円滑な職場復帰、その後の就業継続までの各段階に
生じる課題を解決するため、段階に応じたきめ細かな支援を実施

①育休からの職場復帰・再就職支援セミナーの開催
講師によるレクチャーや、仕事と育児についての参加者同士の

意見交換を通して、復帰・再就職後の働き方をイメージすることで
不安を解消し、職場復帰を前向きに捉えられるようにする

・対象：育児休業中の方で復職を予定している方、育児で
仕事から離れていたが再就職を予定している方 など

・日程：全４回×２コース
②仕事と育児の両立ミーティングの開催

仕事と育児の両立の苦労や悩みを共有しながら問題解決を
図るミーティング

・対象：働いている母親（回によっては父親も対象）
・回数：年５回

①育休からの職場復帰・再就職支援セミナー
・参加者数：３９名
・アンケート「参加して良かった」と回答した割合：１００％

②仕事と育児の両立ミーティング
・参加者数：のべ８５名
・参加者の声：「ポジティブになる話をたくさん聞けて、明日

からまた頑張れそう」「仕事をしている子育ての話を聞く
機会がなかなか無いので、とても有難い」 など

※H30実績

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：２，０００千円（一財）
・平成２９年：２，０００千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３０年：１，７００千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３１年：１，７００千円（一財・地方創生推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

・県民意識調査（Ｈ２５）では、子育てと仕事の両立の不安は、
子育て世帯が抱える不安の約４割
→少子化対策を進める上で、ワークライフバランスの推進は重要

取組の背景

２５

＜事業推進上の課題＞
・登録企業及び認定企業の更なる増加
・各業界でエクセレント企業を認定し、未認定業種を解消

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

地方創生推進交付金により実施しているが、恒久的な補
助制度を創設して後押しすることを要請したい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進
「ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業拡大促進事業【岐阜県】」 ※

・ＷＬＢ推進企業登録企業数
３，２４６社（令和元年５月末現在）

・ＷＬＢ推進エクセレント企業認定数
１２４社（令和元年５月末現在）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：１０，６００千円（一財）
・平成２９年：２４，０００千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３０年：３４，５９４千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３１年：３５，３６３千円（一財・地方創生推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

・少子化が進む中で子育てをしながら仕事もできる環境づくりは不
可欠

・人口減少により、中小企業等では従業員の確保・維持が困難に
なっている

取組の背景

１．事業目的

従業員の仕事と家庭の両立支援や女性の活躍推進などに特に
優れた取組みを行う企業を「ＷＬＢ推進エクセレント企業」として認
定し、県内企業のＷＬＢ推進の機運醸成等を図る

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①段階的にＷＬＢを推進してもらう仕組み

・企業の代表者が仕事と家庭をともに大切にする職場環境づくり
に取り組むことを宣言（ＷＬＢ推進企業の登録）し、登録企業の
中から特に優れた取組みを行う企業をエクセレント企業に認定

・WLB推進員（社会保険労務士）が新たな企業・団体を発掘し、
指導・助言を行いながらWLB推進企業の登録等につなげる

・エクセレント企業の認定を目指す企業へのアドバイザー（社会
保険労務士）派遣や認定に必要な経費を助成

・認定企業に対するブラッシュアップ支援（アドバイザー派遣、学
習会、相談会）

②多様な認定指標（年休取得率、所定外労働時間、育児休業取
得率、女性の管理職率、地域連携の取組み、オリジナル・ロー
ルモデルとなる取組みなど）

③エクセレント企業のPR
・取り組み事例集やYouTubeによる普及啓発
・就職希望者向けのパンフレット作成

事業概要（取組の特長）

拡

拡
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＜事業推進上の課題＞
・認証企業の拡大
・制度の認知度向上

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 なし

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「あいち女性輝きカンパニー認証制度【愛知県】」 ※

１．事業目的

認証企業を県のＨＰで広くＰＲすることにより、企業の社会的評価
を高めるとともに、認証要件として個別具体的な取組事例を示すこ
とにより、企業における具体的な取組を促進し、働く場における女
性の「定着」と「活躍」の拡大を図る。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
＜認証要件＞

・「女性の活躍促進宣言」の県への提出

・「女性の活躍企業確認シート」に掲げる取組項目のうち所定の項
目数の取組を実施していること

・ 労働関係法令（女性活躍推進法、労働基準法、男女雇用機会均
等法、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、最低賃金
法、家内労働法、労働安全衛生法等）を遵守するとともに、法に適
合した就業規則等を整備していること
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと

認証企業数 ５４１社（令和元年７月１日現在）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２９年度：８５３千円（一財）
・平成３０年度：６４０千円（一財）
・平成３１年度：６４５千円（一財）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

働く場における女性の活躍を促進するためには、女性の採
用拡大、職域拡大や育成、管理職登用のほか、ワーク・ライ
フ・バランスの推進や働きやすい職場づくり、働きながら子育
てができる環境づくりなどの取組が必要。

２７

＜事業推進上の課題＞

・若手女性人材育成事業については、単年度事業となるた
め、今後県内にリーダー層の女性を増やしていくためのモデ
ルケースとなるよう、効果的な優良事例を輩出し、広く情報
発信に努める必要がある。

・これまでに創出したロールモデルを積極的に活用する必要
がある。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援： 地域女性活躍推進交付金の 国庫負担割

合を10/10に復元、十分な財源の確保、

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「みえの活躍女子はぐくみプロジェクト事業【三重県】」

１ 事業目的
女性管理職比率が低い傾向にあるなか、経営者や管理職等の

リーダー層として将来を担う若手女性人材の育成支援に取り組む
とともに、女性の活躍推進に欠かせないトップ及び男性の意識改
革を図るべく、国連等の関係機関と連携し、「HeForShe」の理念の
浸透を通じたトップ及び男性の意識改革に取り組み、女性が一層
活躍できる環境整備や風土の確立につなげる。

（１）若手女性人材育成事業

中小企業を対象に、リーダー層での活躍が期待される女性人材
を20人程度公募し、リーダーに求められる資質の習得や、リーダー

として活躍する意義を体感いただくとともに、参加者による業種を超
えたネットワークを構築する。
（２）「HeForSheムーブメントin三重」開催事業

本趣旨を県内に浸透させるため、具体的な取組事例の公募と優
良取組事例の表彰を行う。

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

・令和元年度：4,026千円（一財＋地域女性活躍推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

【背景】

働く場において真に女性が活躍するためには、仕事と家庭の「両
立」にとどまらず、責任ある立場で職責を担う「リーダー層の女性」
を増やす必要がある。
【現状】

県内の中小企業における女性管理職比率はここ数根10%前後と

横ばいの状況であり、一般事業主行動計画の策定件数は増えてい
るものの、女性管理職比率を目標に掲げる企業はまだ2割程度にと

どまっている。これは、リーダー層で活躍する女性を増やすことの
必要性が十分理解されていないことや、必要と感じながらも自社で
の育成が難しく、具体的な目標を掲げられない企業が多いことが要
因ではないかと考えられる。

取組の背景

新

県内の中小企業における若手人材の育成支援を行うことで、女
性管理職比率の向上につながることが見込まれる。

２８



＜事業推進上の課題＞

・大企業に比べて、中小企業では、まだまだ取組が進んでい
ない。

・自走的な取組が始まっているが、まだ県内全体に広がって
はいない。
＜横展開に向けての提言＞

○財政支援
地方創生推進交付金等の財政支援に関しては、要件の

緩和や国庫負担率の引き上げ

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「働きやすい職場づくり事業【三重県】」

１．事業目的
女性をはじめ、誰もが働きやすい職場環境づくりを進める企業

等を募集し、優れた取組を県内に広めることにより、 地域社会全
体での「働き方改革」の取組推進を図る。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

・誰もが働きやすい職場づくりを目的に、残業時間の削減や休暇
の取得促進、育児や介護をしながら働き続けられる職場づくりに
取り組む企業等を「みえの働き方改革推進企業」として登録

・登録された企業の中から特に優れた取組を行っている企業を表
彰式にて表彰

・県のホームページ、広報誌等により登録・表彰企業の取組を広く
紹介

・表彰式の終了後、意見交換を行う「交流会」を開催

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：３９５千円（一財）
・平成２９年：７４０千円（一財）
・平成３０年：５７７千円（一財）
・平成３１年：５１６千円（一財）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

・少子高齢化に伴う労働力人口の減少や若者を中心とする人口
流出等により、人材確保が困難な状況となっている。

・働きやすい職場づくりは人材確保の観点からも重要

・H29登録企業：48法人 表彰企業：6法人

・H30登録企業：44法人 表彰企業：4法人

２９

＜事業推進上の課題＞
・さまざまな職業分野やエリアで活躍する女性人材の掘り

起こし
・ロールモデルのさらなる浸透

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

地域女性活躍推進交付金の国庫負担割合を10/10に
復元し、十分な財源を確保。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「みえの輝くロールモデル創出事業【三重県】」

１．事業目的

さまざまな職業分野において活躍する女性人材のロールモデル
を創出するとともに、創出したロールモデルの取組を広く県内へ浸
透させることで、本県における女性が活躍できる職場環境づくりの
さらなる推進を目指す。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
（１）アワードの開催

○県内で働く女性の挑戦を称えるアワードを開催し、さまざまな
職業分野で活躍するロールモデルを１事業年度につき１０人
創出。

（２）情報発信
○創出したロールモデルについて、本事業の特設ホームページ

やフェイスブックページ、県広報媒体等を活用し、広く発信。
○今後も働く女性のお手本や、県内事業所における研修講師・

アドバイザーなどの社外メンターとしての役割を担っていただく
ため、県のホームページにロールモデルの活動や得意分野など
を特集するページを作成。

○ロールモデルをより身近に感じていただくため、働く女性や企業
等との交流の場として、県内各地で「ロールモデルカフェ」を開催。

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移 ※平成２８年度はロールモデル事業以外も含む

・平成２８年：36,637千円（地方創生加速化交付金）
・平成２９年：9,444千円（一財＋地域女性活躍推進交付金）
・平成３０年：8,286千円（一財＋地域女性活躍推進交付金）
※平成３０年度で終了

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

本県では、働く女性のロールモデルが少ないという現状があるこ
とから、身近なモデルとなりうる女性人材の掘り起こしと浸透が必
要。

○平成２８年度～３０年度の３年間で３０人のロールモデル
を創出。

○アワード応募者数
平成２８年度：８２人
平成２９年度：７９人
平成３０年度：７３人
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＜事業推進上の課題＞
従業員301人以上の企業の登録率は6割に達しているが、

101人以上300人以下の企業では、2割強程度に留まってい
る。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 国の地域女性活躍推進交付金の運用の弾力

化（継続事業への活用）

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「企業の女性活躍推進事業【福井県】」

１．事業目的

女性の活躍推進に積極的に取り組む企業を「ふくい女性活躍推
進企業」として認証し、その活動を支援する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
〇登録区分・要件

・ふくい女性活躍推進企業
①女性の活躍推進に向けた経営トップの考えを宣言
②女性活躍推進員を配置
③女性の採用、育成、登用、ワークライフバランスについて具体

的な取組みを進めている
・ふくい女性活躍推進企業プラス＋

①～③に加えて、女性活躍推進法に基づく「事業主行動計画」
を策定

〇登録メリット
・県主催合同企業説明で登録企業をＰＲ
・登録企業限定の表彰制度・補助金制度
・オリジナルロゴマークの使用 等

（プラス企業）
・県制度融資の保証料を全額補給
・県建設工事の入札参加資格審査での加点評価 等

・登録企業数 253社（H27.11～H31.3）
※対前年度末26%増

・登録後、約5割の企業で女性管理職やリーダーが増加（ア
ンケート調査結果）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：3,743千円
・平成２９年：2,956千円
・平成３０年：2,059千円
・平成３１年：2,073千円

予算推移

事業推進上の課題等

・平成27年度制定された「女性活躍推進法」は従業員301人以上の
大企業に事業主行動計画を義務付けている。

・本県は中小企業が多いことから、中小企業における女性活躍の
取組みを進めるため、「ふくい女性活躍推進企業」制度を創設

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞
ふくい女性活躍支援センターの認知度向上

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 国の地域女性活躍推進交付金の運用の弾力

化（継続事業への活用）

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「ふくい女性活躍支援センター運営（再就職支援）事業【福井県】」

１．事業目的

「ふくい女性活躍支援センター」において、就職相談や職業紹介
等を実施し、女性の再就職を支援する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
・女性のキャリアづくりや就職相談、職業紹介、就職後のフォローま

で、ワンストップで提供
・保育士が保育所の空き状況などの情報を提供して保育所選びを

支援
・キッズコーナーや、面接や職業訓練時には隣接のチャイルドルー

ムで子どもを預かるなど、子ども連れでも安心して相談できる環
境を整備

・企業に質問しやすい合同企業面接会や再就職支援セミナーを開
催

＜概要＞
所 在：福井県生活学習館内
開所時間：９：００～２０：００
休所日：毎週月曜日
スタッフ：４名（キャリア相談員１名、

就職支援員２名、保育コンシェル
ジュ１名）

M字カーブの改善 平成29年版男女共同参画白書
P8Ⅰ－特－5図参照

女性の就職者数 27年度 88名
28年度 101名
29年度 111名
30年度 121名事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：11,970千円
・平成２９年：12,338千円
・平成３０年：12,648千円
・平成３１年：12,744千円

予算推移

事業推進上の課題等

・本県の「M字カーブ」のくぼみは、低いもののやはり子育て世代
（30～39歳）で女性の労働力率は落ち込んでいる。
⇒仕事を一旦辞めても就労を希望する女性に対する支援が必要
⇒就業希望の実現、女性が能力を発揮

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞

県内企業・事業所に倶楽部への登録の一層の周知をはかり、
会員登録を促進することが重要

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし

○財政支援
当倶楽部事業は、「地域女性活躍推進交付金」を活用して
おり、事業を安定的に継続できるよう、交付金が恒久的に
継続するよう要望する。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「企業とともに進める「なら女性活躍推進倶楽部事業」【奈良県】」 ※

１．事業目的
女性活躍に積極的に取り組もうとする企業・事業所を「なら女性活
躍推進倶楽部」として登録し、関係団体や行政との連携により、
男性も女性も働きがいを感じ、いきいきと働き続けることができる
職場づくりを推進

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
○「女性活躍」をテーマに会員が集い、意見

交換を行う「異業種交流会」の開催
○女性の活躍・就労継続・管理職登用等につながるセミナーの

実施
○女子大学生と女性活躍推進倶楽部企業や先輩・女性ロール

モデルが交流する場の提供
○再就職希望女性が企業と出会う交流イベントの開催
○女性活躍をテーマとしたジャーナルの発行

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２９年：
・平成３０年：
・平成３１年：

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

異業種交流会の様子

4,000千円（一財＋地域女性活躍推進交付金）

7,791千円（一財＋地域女性活躍推進交付金）

5,134

・女性の就業率（２０～６４歳）が全国最下位
・第１子出産を機にほぼ半数の女性が離職
・固定的な性別役割分担意識への肯定者割合が、男女ともに全国より
高い
・しかし、子育て期の女性には就業希望者が多い （潜在的労働力率は
高い）

新

なら女性活躍推進倶楽部会員登録企業・事業所数：106企業・
548事業所

（令和元年6月現在）

３３

＜事業推進上の課題＞
・働き方改革にかかる事業を遂行する部局や事業予算が

多岐にわたる。
・取組推進に対する参加企業の意識等が二極化

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

平成３０年度は、地方創生推進交付金の交付決定を受
けているが、恒久的な補助制度を創設して後押しすること
を要請したい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「働き方改革推進事業【和歌山県】」 ※

・わかやまテレワークフェア参加者数等（Ｈ２８年度～）
延べ １，０００名近くが参加
アンケート回答者３５０人のうち約４割が在宅就労を開始

・テレワーカー養成研修・集いの場（Ｈ３０年度～）
研修には延べ ５０名が参加
集いの場（週１回）には毎回１５～２５名参加

・職場環境改善アドバイザー派遣
延べ１５０社を支援（Ｈ２６年度～）

・和歌山で働く女性応援サイト「Happy Worker」
３７社（Ｒ元．５末現在）の取組事例をサイトで紹介

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：８，９６１千円
・平成２９年：７，６４１千円（一財 +地方創生推進交付金）

・平成３０年：８，９５０千円（一財 +地方創生推進交付金）

・平成３１年：７，３６２千円（一財 +地方創生推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

地域に根ざした働き方改革の実現と働きやすい雇用環境の整
備に向けた企業の取組を促進

(1) テレワークの普及促進

１．事業目的

２．取り組みの特長（特に工夫している部分に下線）

○テレワークの認知度を高めるため、企業向けセミナーを開催
○社会保険労務士と連携し、県内各地で周知啓発や導入支援

のための出前講座を実施
○クラウドソーシングを利用した在宅就労を紹介するフェアの実

施やテレワーカーの養成研修、交流の場を開設

(2) 雇用環境の整備

○働きやすい雇用環境の整備を進めるため、社会保険労務士
を職場環境改善アドバイザーとして派遣し、企業を支援

○セミナーや出前講座を実施するとともに、雇用環境改善に取
組む企業の事例ややりがいを持って活き活きと働く従業員の
姿を紹介するため、「Happy Ｗｏｒｋｅｒ」（わかやま働き方改革
応援サイト）で情報提供

• 仕事と子育ての両立気運が高まる中、社員の子育てを積極的に
支援する企業・団体を増やし、企業の子育て支援の意欲を高め
るとともに、社員のワーク・ライフ・バランスを実現

• 育児等のため、就業が困難な方や離職した方で、働く意欲のある
方を対象に在宅就労が可能なクラウドソーシングを紹介
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＜事業推進上の課題＞
・働き方改革にかかる事業を遂行する部局や事業予算が

多岐にわたる。
・同盟活動や取組推進に対する参加企業の意識等が二極
化

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性の活躍推進事業【和歌山県】」 ※

１．事業目的

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

・女性活躍企業同盟参加数
３４８団体（令和元年５月末現在）
※参考：発足当時 １３３団体（平成29年10月現在）

・優れた取組企業等を顕彰
平成31年１月に４者（３企業・団体、１個人）を表彰
平成30年２月に３者（３企業）を表彰事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：9,137千円（一財 +地域女性活躍推進交付金）

・平成２９年：6,449千円（一財 +地域女性活躍推進交付金）

・平成３０年：6,088千円（一財 +地域女性活躍推進交付金）

・平成３１年：5,723千円（一財 +地域女性活躍推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

働く意欲のある全ての女性が、ライフスタイルに応じた働き
方を実現できるよう、女性の採用・登用や継続就業に率先して
取り組む企業・団体（以下「企業等」という。）を増やすとともに、

構成員間の交流を通じて取組の向上を図り、安心して働くこと
ができる環境を整備

取組の背景

女性が継続して働き活躍できる職場環境の整備を進めるため、
企業等による「女性活躍企業同盟」を組織化し、女性が企業等
でその力を十分に発揮できる気運醸成を図る。

◯参加企業等が集い、意見交換を行う「交流会」の開催

◯参加企業等中、特に先進的な取組を行っている企業等を称え
る「表彰式」の開催

◯県のホームページや県作成の就職情報誌などでのＰＲ

◯参加企業等の経営者や担当者など階層別のセミナーを開催
・企業等経営者を対象とした女性活躍の理解促進
・入社５年未満の女性社員を対象とした結婚・出産後の継続就業や
キャリア形成の意識付け

・管理職・人事担当者等を対象とした職場環境づくり、意識啓発
・育休中・育休復帰後の女性社員を対象とした両立に必要な知識や
スキルを学び、ロールモデルからの体験談を聞く機会の提供 地域女性活躍交付金の国庫負担割合を10/10に復元

し、十分な財源を確保。【女性共同参画ＰＴでも提言】
29
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＜事業推進上の課題＞
・ＷＬＢ推進企業の量的拡大と質的向上
・ＷＬＢ助成金の活用促進

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和・財政支援

なし

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「ひょうご仕事と生活センター事業【兵庫県】」

１．事業目的
企業に人材確保や生産性の向上をもたらし、男女がともに意欲

と能力を十分に発揮して働くことで仕事と生活の充実を図る「ワー
ク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）」の取組を全県的に推し進めるため、
「ひょうご仕事と生活センター」を拠点として仕事と生活の調和の
実現に向けた取組を推進する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①普及啓発・情報発信事業

・ポータルサイト、企業向け啓発情報誌
・ＷＬＢひょうご推進キャンペーン実施
・ＷＬＢフェスタ、シンポジウムの開催
・ＷＬＢ宣言 - 認定 - 表彰制度の実施

②相談事業
・ワンストップ相談、コーディネーター派遣、健康管理相談

③研修企画・実施事業
・研修プログラムの企画・実施、ｾﾐﾅｰ開催、ｷｰﾊﾟｰｿﾝ養成講座

④実践支援事業
・育児・介護等離職者雇用助成金
・育児・介護代替要員確保支援助成金
・仕事と生活の調和環境整備助成金

⑤その他事業
・中小企業従業員意識調査
・ワーク・ライフ・バランスＷＥＢ自己診断システム

・ＷＬＢ宣言企業 １，９３７社
・ＷＬＢ認定企業 １９２社
・ＷＬＢ表彰企業 ９７社
・ワンストップ相談 １２，７８３件
・相談員等の派遣 ９，８１２件
・研修企画、実施 １，９３２件
・離職者雇用助成金 １０８件
・代替要員確保支援助成金 ６３４件
・環境整備支援助成金 ２００件

※センター開設（Ｈ２１．６）からＨ３１．３末までの累計

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：１４６，２３１千円（特財・地域創生加速化交付金）

・平成２９年：１０８，７７０千円（特財）
・平成３０年：１２０，６４７千円（特財）
・平成３１年：１３５，７３１千円（特財）

※特財：法人県民税超過課税充当

予算推移

事業推進上の課題等

・少子高齢化の進展に伴う人口減少社会に適応できるよう、一人ひとり
が仕事と生活を調和させ、個々の能力を十分発揮して働くとともに、安
心して子どもを生み育てることができる社会の実現を目指す。

取組の背景

３６



＜事業推進上の課題＞
私の働き方発表会などのイベント参加者数の増加が課題

である。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

地方創生推進交付金などにより国の継続的な支援をお
願いしたい。

女性も活躍できる就労環境の整備 「おかやま☆輝く女性☆応援事業【岡山県】」

１．事業目的

企業の女性活躍に向けた取組を加速させるとともに、女性自身
の活躍する意欲を喚起することで男女が共に活躍する社会の実現

に取り組む。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
（１）女性活躍・ＷＬＢ応援アドバイザー事業

社会保険労務士等の専門家を企業へ派遣し、企業の実情に
応じた女性活躍やＷＬＢに関する取組を支援する。

（２）働く女性トータルアシスト事業
女性の就労を後押しするセミナーや働いている女性のキャリ

ア形成を支援する研修などを開催する。
（３）おかやま☆輝く女性☆未来設計応援事業
ア ロールモデル紹介

県内の様々な業種、職種、キャリステージで活躍する女性を
ロールモデルとしてウェブサイト「あなたも輝く☆晴れの国女
子」等で紹介し、女性自身の活躍する意欲を喚起する。

https://www.rolemodel.pref.okayama.jp/
イ 私の働き方発表会

「あなたも輝く☆晴れの国女子」で紹介したロールモデルが
自らの働き方や経験を発表するトークイベントを開催

ウ 働く女性の課題解決に向けた意見交換会
若手社員、育休復帰社員など同じ様な悩みをもつ女性同士

等の意見交換会を開催

・女性の生産年齢人口に対する常用労働者の割合（５９．９％）
（平成３１年３月３１日時点）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成30年度：１７，３２５千円（一財・地方創生推進交付金）
・令和元年度：１８，９８５千円（一財・地方創生推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

・女性活躍のための取組を行っていない企業が約半数（４６％）
→企業規模が小さくなるほど女性活躍の取組が低調
・女性は入社２年目で管理職志向の減退が顕著になる傾向がある

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞
・イベントの認知度向上による来場者の増加

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

地方創生推進交付金を活用しているが、引き続き、
国による財政支援をお願いしたい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性応援出張相談会等開催事業【岡山県】」 ※

１．事業目的

子育て世代をはじめとする女性の就職を積極的に支援することに
より、女性の社会的活躍の機会を増加させ、本県の労働力の確保
及び人材の有効活用を図る。

このため、就労意欲を有する女性が就職相談や就職面接会を気
軽に利用できる環境を提供することとし、特に、託児施設を設置し
たハローワーク等を有さない地域に出向いて、無料託児所を併設し
た相談会、面接会等を開催する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
① 専門コーディネーターによる相談会
② 地元企業による就職面接会
③ 女性就職応援セミナーの開催
④ 会場内に無料託児所を設置

※ 上記４つの内容を含んだイベントを、マザーズハローワーク
（またはマザーズコーナー）を有する岡山市、倉敷市、津山市を
除く県内全域で年間１０回開催。

・来場者 ２２５名
・就職決定者 ２４名
※全１０回の合計

（H30実績）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２７年： 7,433千円（一財）
・平成２８年： 7,441千円（一財）
・平成２９年： 7,223千円（一財）
・平成３０年： 7,146千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３１年： 7,216千円（一財・地方創生推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

・本県の女性の就職を促進するには、託児機能があるなど女性に配慮し
た相談施設が必要だが、マザーズハローワークは岡山・倉敷・津山（倉
敷・津山はマザーズコーナー）にしかなく、地方の女性には利用しづらい
状況にあり、子供を連れてハローワークに行くことができない。また、就
業に関する相談をしたくても気軽に利用できる状況になかなかない。

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞
・企業の取組をより促進させる事業内容の検討

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

地方創生推進交付金を活用しているが、引き続き、
国による財政支援をお願いしたい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「働き方改革推進事業【岡山県】」 ※

１．事業目的
働き方改革の推進に向け、機運の醸成を図るとともに、企業に

おける働き方改革推進体制の構築を支援することにより、取組
の裾野を広げる。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①機運の醸成

・働き方改革推進フォーラムの開催
・先進的な取組企業と取組に関心のある企業との交流会
・仕事と生活の両立に係る法制度等を紹介したガイドブックや、
働き方改革に係る公的支援制度を紹介したチラシの作成

②推進体制構築の支援
・企業のニーズに即した専門家を派遣することにより、労務改善

や生産性向上等に係るコンサルティングを実施し、企業内の推進
体制構築を支援する。

・働き方改革推進フォーラム2018 参加者数：140名
・企業交流会 参加者数：68名
・推進体制構築支援 専門家派遣：20社

（H30実績）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年： 2,751千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成２９年： 2,652千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３０年：27,491千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３１年：27,213千円（一財・地方創生推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

・約９割の企業が働き方改革の重要性を理解しているが、実際に取組を
行っている企業は５割程度。

・全県的な意識醸成を図るキャンペーンや、先進事例の情報提供に対す
るニーズが高い。
（H28 （2016）年度働きやすい職場づくりに関する実態調査【岡山県】）

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞
・働き方改革を実施する企業のより一層の拡大

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 なし

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「働き方改革推進事業 【広島県】」 ※

１．事業目的

県民の仕事と暮らしの充実に配慮できる環境を実現するため，
働き方改革に取り組む県内企業を支援することで，企業における多
様な働き方の広がりを促進する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

・優良企業の取組事例の見える化・情報発信
県内経済団体が創設した認定制度と連携して，認定メ
リット付与により認定企業数を増やし，優良事例を県内企
業に向けて効果的に発信

・行動の後押し
（経営層への働きかけ）

・イクボス同盟活動の充実及び情報発信
・経済団体と連携して，経営者等を対象にした勉強会を

県内全域で開催 等
（企業の個別支援（取組の導入・実践支援））

・アドバイザーの派遣による取組の導入支援や，自社内
で取組を推進する人材を育成するための講義などを通じ
た取組の実践支援

・機運醸成
「働き方改革推進・働く女性応援会議ひろしま」等関係団

体と連携した活動 等

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移

・平成２８年：7,600千円 （一財）
・平成２９年：111,614千円 （一財・地方推進交付金）
・平成３０年：92,079千円 （一財・地方推進交付金）
・平成３１年：88,208千円 （一財・地方推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

・優良事例の情報発信：166件（H29,30)
・イクボス同盟加盟企業：155社（R1.6月時点）

・働き方改革を実施している企業は増加（H28: 35.5%⇒H29 : 50.3%)
しており，取組の裾野は広がっているものの，依然として取
組の第一歩を踏み出せない企業も多い。
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＜事業推進上の課題＞
・働き方改革の推進等による誰もが働きやすい職場環

境づくりの整備
・企業における女性の人材育成に対する支援の必要

性
・管理職志向を持つ女性従業員が少数

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和

なし
○財政支援

女活金の継続等，十分な財源の確保

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性活躍推進事業【広島県】」

１．事業目的
女性がその個性と能力を十分に発揮し，働き続けることが

できる社会の実現に向け，女性が働きやすい環境の整備を
進め，就業継続・再就職支援を行うとともに，女性の管理職
登用の推進を図る。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①就業継続支援

・女性従業員に対する就業継続支援研修の開催
・企業内メンター養成研修の開催
・女性の就業継続取組支援につながる講座を企業内で

実施（出前講座）
②管理職登用促進

・女性管理職登用取組着手セミナーの開催
・管理職候補女性従業員に対する研修の開催
・管理職登用取組支援につながる講座を企業内で開催

（出前講座）
・広島県女性活躍推進アドバイザーの企業派遣による

個別支援
・働く女性や女性管理職のネットワークの構築
・先進的で活用度の高い女性活躍取組事例の収集・発信

③再就職支援
国と連携して，わーくわくママサポートコーナー（広島・福山）
を運営し，女性の再就職を支援

・女性の就業率（25～44歳）：72.3％（H27）
・事業所の指導的地位に占める女性の割合：19.3％

（H30）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移

・平成２９年：123,678千円（一財，地方創生推進交付金，女活金）

・平成３０年：110,688千円（一財，地方創生推進交付金，女活金）

・平成３１年：109,824千円（一財，地方創生推進交付金，女活金）

予算推移

事業推進上の課題等

女性の就業率（25～44歳）は年々上昇傾向にあり，M字カーブの底も浅く
なり改善はされているものの，解消に至ってはいない。
また，県内事業所の指導的立場に占める女性の割合も上昇しているが，
目標に達しておらず，伸び悩んでいる。

取組の背景

４１

＜事業推進上の課題＞
補助制度の認知度向上による利用促進

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和

なし
○財政支援

職場環境の整備に向けた国助成制度の創設

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性活躍促進施設整備補助金【山口県】」

１．事業目的
企業における女性の職域拡大・就業促進を図る

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
【対象企業】

「やまぐち女性の活躍推進事業者」で、女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画に、女性の「職域拡大」や「就業継続（採用
比率や勤続年数等）」に関する目標を設定している企業

【対象経費】
女性が働きやすい職場環境づくりに資する施設等の新設・改修

・女性専用施設（トイレ、更衣室、休憩室等）
・安全確保施設（監視カメラ、街灯等）

【補助率】
対象経費の１／２以内
（上限額：中小企業１００万円、大企業５０万円）

支給実績
Ｈ３０年度：１１社（中小企業８社、大企業３社）

８，１２５千円
Ｒ１年度：４社（中小企業２社、大企業２社）

２，８８９千円 ※Ｒ１年５月末現在
・女性用トイレや休憩室の整備を行う企業が多い。
・バス事業者において、女性運転手の採用につながる

などの成果もあった。事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成３０年：２０，０００千円
・平成３１年：１７，０００千円

予算推移

事業推進上の課題等

【Ｍ字カーブの解消】
○本県の女性の労働力率は、２５～２９歳（全国最下位）、３０～３４

歳（全国３９位）と、全国と比較して低い水準にある。
○企業における女性の職域拡大や就業継続を図ることが必要。

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞
・養成したテレワーカーの自立に向けた支援
・県内企業に対する「テレワーク」のさらなる普及啓発

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和

なし
○財政支援

地域女性活躍推進交付金の補助率の引き上げ・運用の
弾力化

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「柔軟な働き方『テレワークするんじょ！』事業【徳島県】」

１．事業目的

県内のテレワークの普及を促進するため、企業に対する導入支
援及び出前講座等を行うとともに、テレワーカーのスキルアップ研
修等を実施する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
（１） 「テレワークセンター徳島」の設置・運営

テレワークに関する相談、他の機関への橋渡し等をワンストップ
で提供し、人材育成研修の場でもある施設の設置・運営

（２） 雇用型・自営型テレワークの普及促進
① 企業を訪問してのコンサルティング、相談対応や従業員向

け研修等の実施によりテレワーク導入を支援

② 企業・団体等に対する業務切り出し提案やクラウドソーシン
グによるマッチングをサポートすることで、自営型テレワーカー
の仕事の受注機会増加につなげていく

（３） テレワーカーの養成
ＩＴ技能の習得に加え、グループワークを通じて仕事や家庭の
悩みを共有しつつ、チームで働くために必要なコミュニケーショ
ン、チームワーク力を形成

（４） テレワークコーディネーターの養成
企業に対し、既存業務の中からテレワークを活かした業務の

切り出し、「自営型テレワーク」をサポートする人材を養成

・テレワークセンター徳島利用人数 ５，２９０名
・テレワーク導入企業数（トライアル実施含む） ７２社
・テレワーカー養成数 ５３名
・テレワークコーディネーター養成数 ２１名

（いずれも平成２７年度から平成３０年度までの実績値）
事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移

・平成２８年：22,350千円（一財・女活交付金・地創交付金）
・平成２９年：38,000千円（一財・女活交付金・地創交付金）
・平成３０年：24,000千円（一財・女活交付金・地創交付金）
・平成３１年：23,000千円（一財・地創交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

・ 人口減少よる労働力不足の解消には、仕事と家庭を両立できる
多様で柔軟な働き方を推進することが不可欠

・ 時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方である「テレワーク」
は、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた有効な手段
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＜事業推進上の課題＞

・潜在的な女性労働力の掘り起こし

・長く働き続けられる職場環境づくり

＜横展開に向けての提言＞

○規制緩和 なし

○財政支援 地域女性活躍推進交付金の補助率の

引き上げ・運用の弾力化

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性就労支援事業【高知県】」

１．事業目的
本県における女性の活躍の場の拡大に向けて、より多くの女性が

確実に就労し、長く働き続けられるよう、働きたいと考える女性に対
しきめ細かな支援を行う。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

①就労支援

・きめ細かなキャリアコンサルティング

・適性診断、求人検索、応募書類作成・面接指導、職業紹介

・働くために必要な情報の提供

・就職者へのアフターフォロー

・潜在的な求職者の掘り起こし

（幅広い年齢層への働きかけ）

②求人開拓

・求職者のニーズに合った求人の開拓

・求職者、企業双方の希望条件の調整

・働きやすい職場づくりに向けた企業への

アドバイス

事業概要（取組の特長）

予算の推移
・平成２８年：２８，７３４千円（一財）
・平成２９年：２７，０６８千円（一財・地域女性活躍推進交付金）
・平成３０年：４３，５００千円（一財・地域女性活躍推進交付金）
・平成３１年：４５，３０５千円（一財・地域女性活躍推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

働きたいと考える全ての女性が、希望に応じて働き続けられる環
境を整えることは、本県の女性の活躍を推進し、社会全体の活性
化につなげるうえで重要である。

取組の背景

※開室（H26.6）からR元.5末までの累計

・登録相談者数 ２，０２６人

・相談件数 ６，１８３件

・就職者数 ６９１人

・求人基本契約締結企業数 １７０社

事業の成果等

拡
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＜事業推進上の課題＞
認証企業数のさらなる増加
認証制度の広報

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 内閣府（少子化対策）、中小企業庁（健康経
営）、厚生労働省等の各省をまたいだ総合的な取組を支
援する制度の創設を提言したい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「ワークライフバランス推進事業【高知県】」 ※

１．事業目的

育児・介護休業法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働
法、労働基準法等関係各法や各種施策の啓発を行う。

また、子育てや介護があっても働き続けることができる職場
環境づくりの促進のため、ワークライフバランス推進等に取り
組む企業を認証する（高知県ワークライフバランス推進企業認
証制度）。
２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

①事業者それぞれの状況に応じた取組を進めるため認証に

５部門を設け、1部門でも適合すれば認証できる。
・次世代育成支援部門
・介護部門
・年次有給休暇の取得促進部門
・女性の活躍促進部門
・健康経営部門

②ワークライフバランス推進企業認証制度の普及のためアド

バイザーを設置し、認証制度のＰＲ、企業内の規定整備の
助言を行う。

③ワークライフバランス推進企業のうちロールモデルとなる
事例を冊子にまとめ、県内企業に配布して横展開を図ると
ともに、学校等へ配布して制度や企業のＰＲを図る。

・ワークライフバランス推進企業 認証数
２２９社（令和元年６月１日現在）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年： ５，０５７千円（一財）
・平成２９年： ５，４２７千円（一財）
・平成３０年： ８，８８２千円（一財・地域少子化対策重点推進事

業交付金）
・平成３１年：１６，５１７千円（一財・地域少子化対策重点推進事

業交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

・次世代を担う子どもたちを健全に育むため、子育て支援等に
取り組む企業の認証を通して企業の取組を推進

・国の働き方改革と連動し、産業人材の確保・育成・定着に向
け県内事業者それぞれの状況に応じた取組を推進

取組の背景

新
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＜事業推進上の課題＞

参加者のうち約３割がセミナー２日目（保育所見学等）を欠
席。理由としては「見学先が入所を希望する保育所ではない
こと」等が推察されるが、セミナーをより効果的にするため、
参加率を高めていく必要がある。
＜横展開に向けての提言＞

○規制緩和：なし

○財政支援：国庫負担率引上げや要件緩和等、地域女性
活躍推進交付金の弾力的な運用が可能となるよう要請する。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「育児休業者職場復帰支援事業【福岡県】」 ※

１．事業目的

育児休業制度を利用した女性の円滑な職場復帰を支援し、キャリ
アを中断せず就業を継続し、将来の管理職等としての能力発揮に
つなげる。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

育児休業中の女性向けに、休業中に必要な準備や復職後の仕
事と家庭の両立等についての講座を開催。

【内容】
・講座、保育所見学、交流会を１セット（全２日）として実施
・開催時期：９～１０月
・県内４地区、６会場で開催

（福岡地区３回、北九州・筑後・筑豊地区各１回）
・募集人数：各回１０名

・参加者数：９１名（平成３０年度）

・アンケートでは、参加者の９０％以上が「育児休業中の不安
の解消にセミナーが役立った」と回答した。

・「周囲は仕事を辞めたりキャリアアップを諦めたりする人が
多いため、勇気づけられた」「保育所に子供を預けて仕事を
することに罪悪感がなくなった」等の感想が寄せられた。

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年： －
・平成２９年： １，９９３千円（一財・地域女性活躍推進交付金）
・平成３０年： １，９９３千円（一財）
・平成３１年: １，９９０千円（一財）

※平成３１年は暫定予算

予算推移

事業推進上の課題等

・本県における育児中の女性の就業率は６３．１％（Ｈ２９）であり、５
年間で１０．５ポイント向上したが、全国と比較すると依然として低い
（全国３７位）。

・育児休業制度を利用した女性の約８割が、復帰後の育児と仕事と
の両立の問題などで「何を準備すればいいか」「復帰後仕事につい
ていけるか」「子どもが保育所になじめるか」などの不安を抱えてい
る。（女性の大活躍推進福岡県会議アンケート（Ｈ２８．２）等から）

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞
登録企業の拡大と宣言内容のさらなる充実

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

・ 両立支援等助成金の対象拡大と額の引き上げ

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「子育て応援宣言企業推進事業【福岡県】」 ※

１．事業目的
子育てをしながら働き続けることができる職場づくりの推進

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
（１）企業・事業所のトップが、従業員の仕事と子育ての両立を応援
する具体的な取組を自ら宣言することにより、職場環境や雰囲気を
変えていくもの
（２）県は宣言内容を登録し、３年ごとの登録更新時に達成状況を
確認

・子育て応援社会の意識の定着
宣言企業数 6,867社（令和元年5月末現在）

・育児休業取得率の向上
【女性】 宣言企業 81.8％（H19） → 98.3％（H30）

全国 92.4％（H19） → 86.1％（H30）
事業概要（取組の特長）

事業の成果等

・平成28年：7,192千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成29年：7,736千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成30年：3,486千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成31年：6,646千円 一財・地方創生推進交付金・地域

少子化対策重点推進交付金

※平成31年は暫定予算、平成30年2月補正繰越4,789千円を含む。

予算推移

事業推進上の課題等

・出産・育児を機に退職する女性が未だ多い
・育児・介護休業法等の整備が進む一方で、出産・育児をしながら働

き続けることのできる職場の雰囲気、意識が不足

取組の背景

県
　
民

県

経済団体等
未宣言企業

子育て応援
宣言企業

登
録

個別訪問・

登録呼びかけ

優良事例表彰

取組促進の働きかけ

ホームページによる制度・登録企業PR

登録マーク表示
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＜事業推進上の課題＞
「女性活躍推進宣言企業」の拡大と取組の促進

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

地域女性活躍推進交付金の補助率の引き上げ

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性の活躍推進事業【大分県】」

１．事業目的

女性が活躍できる、また男女が共に働きやすい社会の実現を図
るため、経済団体と連携し、働く女性のキャリア形成支援など女性
の社会参画を支援する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①「女性が輝くおおいた推進会議の取組」

・トップセミナーの開催
・「女性活躍推進宣言」作成アドバイザー派遣
・女性活躍推進事業者表彰及び事例集作成
・働く女性のキャリア形成支援

事業所にキャリア・コンサルタントを派遣し、事業主の人材育
成と女性の個別相談等支援

②女性活躍のための人材育成支援（※予算要求中）

「女性部下育成支援セミナー」
管理職、人事担当者向け

「女性次世代リーダーセミナー」
女性が自信を持って管理職を目指すためのスキルアップ支援

③働きたい女性のための託児サービス
求職活動、再就労のためのセミナー受講者を対象に無料託児
サービスを提供

④女性が輝くためのエンパワメントセミナー
セミナーを通じて不安解消、モチベーションアップを図り社会参
画を促進する。

・「女性活躍推進宣言」企業者数 １５７社
（令和元年6月末現在）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：１８，５７６千円（一財）
・平成２９年：１２，７９３千円（一財・女性活躍推進交付金）
・平成３０年：１０，９７４千円（一財・女性活躍推進交付金）
・平成３１年： ９，６７３千円（一財・女性活躍推進交付金）

（内２，１４２千円は補正予算要求中）

予算推移

事業推進上の課題等

・女性の就業継続やキャリアアップに向けた経営者、女性それぞれへの
支援が必要
・働いていない女性の社会参画の後押し、就業支援が必要

取組の背景

新
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＜事業推進上の課題＞
・育児中など、潜在的求職者の掘り起こし
・企業の在宅ワーク活用に関する理解促進
・育児、出産等を機に離職する女性の割合が高いため、

就業環境の整備が必要
＜横展開に向けての提言＞

○規制緩和 なし
○財政予算 地方創生進交付金を活用しているため、

継続的な財政支援をお願いしたい。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性のスキルアップ総合支援事業【大分県】」

１．事業目的

育児や出産等を機に離職した女性に対し、在宅ワークの推進や再就
職への支援を一体的に行う。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①在宅ワーク推進事業

１．在宅ワーク啓発セミナー (定員160名)
女性向け基礎講座 ※県内３箇所で開催

２．在宅ワーカー養成講座 (定員60名)
2時間×10日×3コース
※Ｗｅｂライティング、Ｗｅｂ製作、音声起こし

３．在宅ワークスタートアップ講座 (定員90名)
・在宅ワーカー養成講座申込み増への対応
・育児をしながら受講しやすいように、自宅で受講が可能な
Ｅラーニングの活用

４．在宅ワーカー活用セミナー (定員30社)
企業向け在宅ワーク活用の啓発

５．在宅ワークマッチング交流会
(定員 企業20社、在宅ワーカー100名)

②働きたい女性応援事業
１.働きたい女性応援サイト

様々な職種の女性雇用に向けた情報を発信
２.働きたい女性のトータルサポート事業

・再就職支援セミナー ・合同企業説明会
・企業見学会 ・１dayインターンシップ

・Ｈ30在宅ワーカー養成講座（定員60）→申込者数156人
・Ｈ30在宅〃マッチングイベント（定員80）→参加者数87人
・県内就職者

H28年度85人→H29年度91人
・合同企業説明会（2回実施）

参加企業 延40社 参加者 延97名
事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：－
・平成２９年：２５，３０８千円（一財・地方創生推進交付金）

・平成３０年：２３，７５４千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３１年：２５，２４８千円（一財・地方創生推進交付金）

（内１２，５６８千円は補正予算要求中）

予算推移

事業推進上の課題等

・就業を希望する女性のライフステージ等に応じた多様な働き方を実現
することで、女性の活躍推進及び県内の就業人材の確保につなげる

・

取組の背景

新

拡

新

予算要求中

予算要求中
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＜事業推進上の課題＞
女性が活躍できる就労環境づくりには、経営者の意識改

革が重要であるが、講演会等の参加者のうち経営者が２割
に満たない状況にあり、経営者の参画を促すような取組が
必要である。このことから、今年度より、経営者、管理職等
それぞれに合わせた研修会を実施することとしている。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 国においては、地域において女性活躍の推

進が十分に図れるような交付金の創設を
要請する。

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性活躍推進事業【宮崎県】」

１．事業目的
企業における女性の多様な働き方の推進や男性中心型の働き

方の見直しなど女性が活躍できる環境づくりを進めるとともに、
就職・起業、キャリアップ等に関する女性の活躍を支援することで、
女性も男性も、ともに活躍できる社会の実現に取り組む。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
○企業へのアプローチ

・企業、関係団体、行政で構成する「みやざき女性の活躍推進
会議」による女性の多様な働き方に向けた講演会等の実施

・上記会議専用ＨＰ等などによる活動ＰＲ
・企業経営者等と女性社員のペア参加による女性の就業継続

支援セミナーの実施
○女性へのアプローチ

・女性の活躍を支援するための相談窓口の設置
・キャリアップ等に資するセミナーの開催
・県内の様々な分野で活躍する女性をＨＰで紹介するとともに
面談や講義の実施

し、働きやすい職場環境を推進します。
【

・みやざき女性の活躍推進会議会員企業数
126社（H27.10設立時）→318社(R元.5.8)

・25～44歳の育児をしている女性の有業率
66.9%(H24就業構造基本調査）→72.8%（H29就業構造基本調査)

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２９年：6.622千円（一財・地方創生加速化交付金）
・平成３０年：8,345千円（一財・地域女性活躍推進交付金）
・令和元年 ：9,240千円（一財・地域女性活躍推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

Y豊かで活力ある県づくりを進める上において、女性がその意欲と

能力を生かしながら、社会で活躍できる環境を整えることが重要か
で

yみ

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞
認証制度の周知
認証企業の更なる増加

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

地方の主体的かつ継続的な取組に対する地方創生推
進交付金等による継続支援

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「働きやすい職場『ひなたの極』認証制度【宮崎県】」

１．事業目的
仕事と生活の調和の実現に向けた職場環境づくりを積極的に

行っている企業や事業所のうち、特に優れた取組成果が認めら
れる企業等を知事が認証し、その取組成果を広く県民や県内企
業等に普及・啓発することにより、県内におけるワーク・ライフ・バ
ランスを推進することを目的とする。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
① 「所定外労働時間削減」や「年次有給休暇取得促進」に向け

た取組の実施状況や、「育児、介護休暇等の取得状況」など、
２６の審査項目を設定。認証企業となるためには、認証基準
（８５％以上）を満たす必要がある。

②認証企業には、県や労働局が開催する「就職面談会」や企業ガ
イダンスへの優先参加、清掃・警備保障業務の競争入札参加資
格者名簿登録の審査における加点等のインセンティブを付与し
ている。

③認証制度の普及を図るため、企業への訪問などにより、積極的
なＰＲや職場環境改善のアドバイスを実施するとともに、認証企
業の取組事例集などを作成・配布する。

・働きやすい職場「ひなたの極」認証企業数
９社（令和元年５月末現在）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：－
・平成２９年：－
・平成３０年：７９５千円（一財）
・平成３１年：５，５０８千円（一財、地方創生推進交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

・ 年次有給休暇取得率は全国に比べて低く、労働時間は全国に
比べて長い状況にある。

・ また、本県高校生の県内就職率は56.8%（全国順位45位）と低く、
就職後３年以内の離職率は、全国と比較して高い水準にある。

・ これらのことから、若者や女性、高齢者など、誰もが働きやすい
職場環境づくりの推進が喫緊の課題となっている。

取組の背景

新
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＜事業推進上の課題＞
・男性中心型労働慣行等の企業風土は根強く，女性の活

躍推進のためには，経営者及び管理職の意識改革が重要
・併せて，女性が将来のキャリアデザインを描き，意欲を

持って就業できるよう，意識の向上や能力開発の支援に取
り組む必要がある。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

地域女性活躍推進交付金の補助率の引き上げ，運用の
弾力化

女性も活躍できる就労環境の整備促進 「女性活躍推進事業【鹿児島県】」

１．事業目的

鹿児島県女性活躍推進計画に基づき，企業トップや管理職
等の意識改革や女性の意欲の向上及び能力開発の支援等を
通じて女性が活躍できる環境づくりを推進する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
（１）女性活躍推進会議運営事業

経済団体や行政等が連携する「鹿児島県女性活躍推進会
議」の協議・活動を通じて県内の女性活躍の取組を促進

（２）女性が活躍できる企業応援事業
企業トップ等の意識改革を図るとともに，企業独自の取組の

普及・拡大を推進
・女性活躍推進フォーラム
・女性活躍推進アドバイザー派遣
・女性活躍推進優良企業の表彰

（３）女性のキャリアアップ支援事業
女性の意識の向上やキャリアアップのための能力開発の支

援を行うとともに，ネットワークづくりを促進
・女性ワーキンググループによる協議
・働く女性の異業種交流会
・キャリアデザインセミナー

（４）どんどん鹿児島女性の活躍応援事業
中小企業への社会保険労務士等の専門家派遣

・鹿児島県女性活躍推進宣言企業登録数 ５１社
（R1.6.3時点）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移

・平成２８年：６，８１１千円（一財・女活交付金）
・平成２９年：７，０２１千円（一財・女活交付金）
・平成３０年：６，６１５千円（一財・女活交付金）
・平成３１年：１４，６３８千円（一財・女活交付金）

予算推移

事業推進上の課題等

・県内の事業所においては，女性の管理職を特に増やす考えはないとい
う経営者が半数を占め，一方で，女性従業員も，自分の能力に自信が持
てないことなどから半数が管理職を希望していない状況にある。

取組の背景

新
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拡
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